
はじめに

　日本における生涯学習は，１９９０年のいわゆる

「生涯学習振興法」の制定を契機として，それ

までの公民館を軸とする生涯学習（いわゆる社

会教育も含めて）が新たな展開をみせるととも

に，生涯学習論もまた新たな展開を示してい

る。ここ１０数年の新たな動向について簡単に指

摘すると，政府の方向づけに照応している性格

の，リカレント教育，青少年の学校外教育，市

民大学・NPO・福祉ボランティア活動・男女

共同参画社会などに結びつけた学習，さらには

生涯学習社会論など百花繚乱の様相が認められ

る。

　そのような論考や実態調査報告などに一定の

意義があることを認めるにやぶさかではない

が，流行に乗る性格の論調や歴史的思惟の乏し

い新奇な主張も多いようである。生涯学習とし

ての歴史的蓄積がもっとも豊かであるという意

味で，公民館論の新たな構築および新たな公民

館活動の追求が必要であること，つまり，生涯

学習についての論議においても行政を含めた具

体的な活動においてもかならずしも重視されな

くなっているとも思われる公民館活動の新たな

復権を，私は主張したい。公民館活動とは異な

る生涯学習の主張に際しては，公民館活動の史

的展開と現状についての一定の認識が必要であ

ろう。

　私の「公民館の復権」の主張には２つの意味

が込められている。１つは，上でも指摘したよ

うに歴史的蓄積をふまえること（つまり歴史的
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思惟の必要性）という意味である。敗戦後間も

なく（１９４６年）スタートした「生涯学習機関と

しての公民館」は半世紀以上の歴史的蓄積を有

しており，新たな生涯学習論の論議や生涯学習

活動をどのような方向に求めるとしても，その

ような歴史的蓄積をふまえることが大事であ

る。もう１つは，公民館の性格あるいは位置づ

けについての基本的な考え方を明確にすること

の重要性である。この明確化はおそらく歴史認

識と不可分に関連しているはずである。

　生涯学習論あるいは公民館論の展開の端緒的

試みである問題提起として，まだ不充分な展開

ではあるが，私は「媒介としての公民館」とい

う見方をすでに表明している。「媒介としての

公民館」とは，家庭・学校・地域を結びつける

「媒介」という公民館のこれからの方向付けを

意味する。この主張とかかわる私の現実認識と

思惟過程は拙稿ですでに示されているので，こ

こではその意味と意義について簡単に述べ

る１）。

　すぐ後で述べるように，生涯学習や公民館に

ついては専門家の間にも活動の主体者としての

住民の間にも（そして歴史的展開の過程でも）

いろいろな考え方がある。公民館の意味と意義

については，私は次のように確認したい。公民

館は地域や社会の現実のあり方を色濃く反映し

た「地域づくり」と密接にかかわっているとい

う意味を基本的に有している。「地域づくり」

の具体的な内容はいろいろあるが，その主体と

考え方および目指す方向によって，様々な可能

性をもたせることができるのが公民館の意味で

ある。だから主体（実質的には国の場合もあれ

ば各自治体の場合もあれば住民の場合もある）

に応じて，「地域づくり」の具体的なあり方が

方向づけられる重要な機関・活動として意味づ

けられる。その意味において公民館の今日的意

義を考えることもまたきわめて重要であろう。

現在，いろいろな社会分野でとりわけ日常生活

において「人間の絆」が乏しくなっており，人

間や人間関係を大事にしない傾向が色濃く認め

られる。「人間の絆」の新たな回復は今日的課

題である。公民館を具体的にどのように意味づ

けるかにかかわらず，この課題に応じ得る意義

が公民館にはあると考えられるのであり，〈媒

介としての公民館〉という私の主張もその意義

に結びついているはずである。

　本稿では，生活の原理的な捉え方にもとづい

て，人々により密着した意味をもつものとして

「生活文化としての公民館」という見方を新た

に提示し，〈媒介としての公民館〉という見方

と結びつくことによって生涯学習の豊かな発展

（＝人間の豊かな発展），さらには人間関係や地

域生活の発展の方向を示すことを基本的狙いと

する。そのような展開は，最近ようやくまとま

った私の〈社会学原理〉の応用的展開としても

性格づけられることにもなるであろう２）。

１．生涯学習にたいする考え方

▼専門家などの考え方について

　公民館と生涯学習とは不可分の関係にあると

はいえ，生涯学習論は公民館だけを射程に入れ

るものでないことはいうまでもない。しかしこ

こでは，公民館活動にかかわらせて生涯学習に

ついて考え，必要なかぎりにおいて，他の生涯

学習関連事項に触れるにとどめる。この項で

は，公民館を軸とする生涯学習論の全面的検討

ではなく，公民館について検討するにあたって

必要と思われるいくつかの考え方の特徴につい

て整理しておきたい。
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�代表的な考え方

　日本の公民館がいわゆる「寺中構想」からス

タートしたという意味で，この見解の確認から

はじめよう。寺中作雄によれば，公民館とは町

村の新しい文化機関であり，「郷土振興の中枢

機関である」と基本的な性格づけがなされてい

る。当時の「民主化」政策に照応して民主主義

の普及とそのことを通しての「町村づくり」へ

の活動が含まれるという「全面的活動機関」と

しての公民館というのが寺中見解と言える。

　農村型公民館論の代表的見解としてはいわゆ

る「下伊那テーゼ」を挙げることができる。こ

の考えは「寺中構想」をある意味では継承して

いるが，「公民館主事の性格と役割」と題して

まとめられている。公民館を民主的な社会教育

を守るという性格づけにもとづいて，公民館主

事を自治体労働者であるとともに教育の専門職

であるとし，民主的な学習の編成と組織づくり

が公民館主事の役割として強調されている３）。

都市型であるとともに運動論的公民館論として

はいわゆる「三多摩テーゼ」を挙げることがで

きる。すでに拙稿で簡単に紹介しているのでそ

の部分を引用しよう。「公民館とは住民の学習

権を保障する地域施設であり，住民に学習内容

の編成権があること，公民館職員は住民の奉仕

者であることというかたちで住民と公民館職員

が位置づけられている」４）

　１９８０年代に入ってからは公民館についてはあ

まり論じられなくなり，生涯学習と結びついた

社会教育行政の動向についての説明や見解が多

くなる。そしてはじめに述べたように，１９９０年

代に入ると，生涯学習（論）の百花繚乱という

新たな状況が生じているので，簡単にいくつか

の見解に触れておくことにしよう。ここ１０数年

の動向としては，公民館活動が（後でも具体例

に若干触れるように）継続しているにもかかわ

らず，公民館活動については８０年代と同様にあ

まり論じられないで，公民館活動という歴史的

蓄積とはかかわりなく（意図的・非意図的を問

わず）生涯学習論としての展開であると言えよ

う。前提として「生涯学習社会」あるいは「生

涯学習時代」を背後におきながら，はじめに指

摘したように，生涯学習論として論じることが

できる対象について多様に論じられているのが

最近の動向であると言えそうである５）。

　これらの生涯学習論にはそれぞれに一定の意

義があると考えられるが，大事なことは，それ

ぞれを安易に一般化しないで，地域の実情と政

策によって違ってくることに留意することであ

る。つまり現実の地域の多様性を考慮して生涯

学習・公民館活動を考える必要があるというこ

とにほかならない。そこで，今後の方向を求め

るという意味のかぎりにおいて，これまでに出

されている考え方について簡単にコメントを加

えておこう。

�飯田コメント

　公民館に地域振興のすべてを求めるという

「寺中見解」は，理念はともかくとしてその後

の日本社会の激変を考えるならば，現在ではそ

のままのかたちでの具体的対応・施策にはなら

ないであろう。したがって，具体的な対応を考

えるにあたっては，歴史的遺産の何が継承でき

るのか，そしてその場合には，どんな考え方を

基本に据えるかが問われることになるであろ

う。いわゆる「まちづくり運動」そのものとし

ての公民館活動として性格づけられる見解にお

いても似たような性格を指摘することができ

る。「三多摩テーゼ」の考え方に代表させて考

えるならば，公民館が「住民のニーズに応じる
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まちづくり」に一定の意義があることは否定で

きないが，それだけの性格づけにとどまるなら

ば，巾広い住民活動になるとは限らないのでは

ないか，あるいは当時の三多摩のような客観的

条件および主体的条件が多くの自治体にもある

とは言えないのではないかという疑問を表明し

たい。

　しかし一般的なテーゼはともかくとして，運

動論的公民館論には当時の地方自治体の有り様

が色濃く反映していた。また公民館活動におけ

る自治体職員も大きな位置を占めていた。した

がって，そのような条件が地域にあるかぎりに

おいては公民館活動のあり方の１つの方向づけ

と言える。しかし，１９７０年代の地域（住民）の

あり方および労働組合活動も含めた自治体職員

のあり方が大きく様変わりしている現在（とり

わけ労働組合運動の大幅な後退），これまたそ

のままの適用は難しいと言えよう。

　最近の諸見解については稿を改めて別の論考

を必要とするので，詳しい検討は今後の課題と

することにして，ごく一般的な指摘をしておき

たい。行政あるいは政府方針への追随とまで言

わないにしても，新たに打ち出された施策の説

明とそれに照応する（あるいは前提とする）よ

うな言説，言葉としては「住民が主体」とか

「地域の重視」とかと述べられていても，現在

の学問状況の反映とも思われる生涯学習論の拡

大あるいは拡散が進んでいるようである。ここ

では具体的に指摘しないが，歴史的蓄積を有す

る公民館への言及の乏しさに歴史的思惟の乏し

さ（あるいは欠如）が示されていると考えられ

る６）。

�継承の方向について

　まとめて言えば，それぞれの継承の仕方が問

われるということを意味する。ではどのように

継承するか。批判と反批判といったよくある不

毛な論議を避けるために，私は継承するにあた

って大事な・基本的な留意点の確認を提起した

い。先に若干のコメントをしたように，地域社

会の多様性を考慮して実際の活動例の安易な一

般化は避けるとしても，民主主義と住民のニー

ズという２つが継承に値する着目点であると考

えられる。ごく当たり前のことのように思われ

るかもしれないが，実際の企画・運営・活動に

具体的にどれだけ貫かれているかが問われるで

あろう。

　生涯学習，公民館の基本性格を原理的に明確

に示すことが必要である。生涯学習について

は，人々が生活することそのものにおいて生涯

なんらかの学習をしていることにはなるだろう

が，そのような最広義ではなくて「意識的に学

習する営みとしての生涯学習に限定する方が妥

当である」というのが私のもっとも原理的な想

定である。意識的に学習する営みという原理か

らは，２つの展開の仕方が考えられる。１つ

は，住民の生活と考え方を具体的に射程に入れ

ることである。一般には「住民のニーズ」と表

現されることが多いが，それだけでは不充分で

あって，次の項で述べるように，住民が実際に

活動・活用することによって示されるニーズを

重視することである。 

　もう１つは，生涯学習・公民館活動の条件と

しての日本社会と地域のあり方（両者の関係）

を射程に入れて考えることである。日本社会の

あり方を射程に入れるとは，現在の日本社会の

問題性にたいしてこの分野にはどんな制約があ

るかということ，およびどのように応えるかを

念頭におくことを意味する。地域のあり方を射

程に入れるとは，日本社会のあり方に制約され
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ながらも，多様なあり方を考慮することを意味

する。すでに簡単に指摘したように，１９７０年代

は地域における民主的運動が一定の高揚を見せ

た時期であり，「三多摩テーゼ」に代表される

ような公民館活動がなされている。しかし，そ

のような高揚にはかならずしも結びつかない地

域もまた存在していたのである。これらはごく

当たり前のことなので，そこで次に考えるにあ

たっての重要な要素の１つである住民の考え方

について簡単に確認することにしよう。

▼住民の考えについて

　住民あるいは一般人の考えについては，一般

にアンケート調査などによって数字で示される

場合が多いのであるが，私は住民が公民館をど

のように活用しているかに着目して考えること

にしたい。住民の考えを知る上でいわゆる意識

調査は意識の１つの現れとして意味がないわけ

ではないが，私はそのように直接的な意識その

ものの表明もさることながら意識が具体的な振

る舞いとして現れることを重視したい。そうす

ると，意識調査における考えとも関連させなが

ら，どのような活動をしているかに着目するこ

とになる。意識（願望や欲求）は具体的な活動

になることによってはじめて現実的な意識にな

る７）。

　まずは「趣味・興味関心」に応じる公民館の

活用を挙げることができる。公民館活動（ある

いは活用）でかなり大きな位置を占めているの

がいわゆる「グループ活動」である。公民館活

動あるいは公民館を媒介としたグループ活動

は，１つの公民館（分館）で５０～１００のグルー

プがつくられているという実態を指摘すること

ができる。このことは公民館について住民の考

えの具体的な現れと見なすことができる。

　次に手軽な学習という考え方をも指摘するこ

とができる。グループ活動も手軽な学習という

面がないわけではないが，公民館における講

演・講座への参加を典型的な具体例として挙げ

ることができる。多くの公民館では住民のニー

ズをも考慮しながら，公民館の広報の意味も含

めた大きな講演および年間を通しての様々な講

座（あるいは教室）が公民館事業（生涯学習推

進事業）として組み込まれている。２００３年の近

江八幡市の事業例を具体的に若干挙げると，八

幡公民館においては「はちまん豆知識講座」が

年間に１０回行われており，受講者数は大体３０名

～５０名であり，５つの教室事業（具体的には華

道教室，おし花教室など）は毎月行われてお

り，こちらの受講生は１０数名～３０数名とやや少

ない。その他の公民館でもほぼ似たような講

座・教室事業が行われている。

　小学校区・中学校区（両者に若干の違いがあ

るが）という距離的近さと利用時間が多様であ

るという利便性が住民にとっては手軽に活用で

きるという意味がある。これに加えて，公民館

事業の活用が原則としては無料であるという費

用問題をも挙げることができる。実際には受益

者負担が取り入れられているケースもあるが

（ただし資料や材料費程度の少額である），他の

生涯学習における費用とくらべれば，多くの住

民とりわけ低所得層にとっては手軽に活用でき

ると言えよう。この問題は深入りすると自治体

の財政問題を含めた面倒な論議が必要になるの

で，無料であろうと受益者負担であろうと，こ

こでは費用問題もまた手軽であるという確認で

充分であろう８）。

　さらには関係を求めてという考えを指摘する

ことができる。おおむね２つのケースがあると

思われる。１つは新しく移住してきた人のケー
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スである。例えば，川西市における公民館のあ

るグループ活動をしている女性の話では，新し

く転入した場合，いわゆる「混住（化）地域」

にありがちな近所の人たちとの交流がしにくい

ことからグループ活動に加わったというケース

を挙げることができる。もう１つは家族との交

流がきわめて乏しい高齢者というケースであ

る。これについては特に説明する必要はないで

あろう。

　最後にその他として，この論考の軸でもある

生活文化に直接結びつくものとして，生活して

いくにあたって必要であるあるいは重要である

という考え方を付け加えることができる。具体

的には「子育て学習」を顕著な例として挙げる

ことができる。近江八幡市で行われた「子育て

学習に関する調査」の結果から具体例として簡

単に確認することができる。この調査報告によ

れば，「市の子育て支援事業の実態と市民のニ

ーズを確認し，今後の課題を明らかにすること

により，学習プログラム開発のための基礎資料

を得ること」が目的とされている。この調査報

告は，当該地域にかぎらず一般的な資料として

の意味があると受け止められるので，本論考に

おける参考として調査結果の一部について若干

言及しよう。

　この調査報告では，まとめとして調査結果の

特徴の説明がされていることに加えて，子育て

学習プログラムの開発に向けての課題が示され

ている。一般的には，親子関係や子育てに関連

する意識と行動が一様ではなくなっているとい

うことを，調査結果全体から読みとることがで

きる。その意味で，かつてはほとんど意識もさ

れず，ましてや意識的な学習活動がなかったの

にたいして，調査結果は子育てをめぐる変化状

況の一端を示していると言えよう。私が注目点

として挙げたいのは，子育て学習を実際にして

いるかどうかということと「学習機会」への参

加の２つである（ここではこの調査結果の分

析・評価が狙いではない）。子育て学習の実態

については，個人学習，相互学習，集合学習の

３つに整理されており，それぞれが，５５.５％，

３６.２％，１７.７％という結果になっている。次に，

「学習機会」（具体的には複数の講座・講演会が

選択肢）の参加の実態については，おおよその

ところではその存在の認知度が２０～３０数％であ

るのにたいして，実際の参加はその半分にも充

たないという調査結果が示されている９）。

　以上簡単に整理した住民の考え方からさしあ

たり言えることは，どのような考え方による生

涯学習活動であろうとも，自分の生活と結びつ

いた主体的な学習活動であるということではな

いだろうか。ここではとりわけ「子育て学習」

に注目したい。というのは，以前はこのような

家事・子育てという学習はなかったからである

（その他についてもいわゆる「習い事」程度で

あった）。家族生活のなかで家事・子育ての仕

方や生活していく上で必要な知識をごく自然に

学んでいた。しかし，現在では多くの人々にと

ってはそのように自然に学ぶのではなく意識的

に学習することがニーズになっており，しかも

実際に学習されている。かなり一般化した表現

である「ニーズ」という言葉よりも生活に密着

した必要つまり生活の仕方を構成していると表

現した方が適切であるということを表明した

い。私の思惟に引きつけてさしあたりではある

が，やや一般化して言えば，「子育て学習」（だ

けではないが）という生活文化が認められるよ

うになったことを意味する。あるいは子育てに

ついての生活文化が変化したと言ってもよいで

あろう。子どもの育て方は生活文化の１つであ
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るが，かつては家族生活のなかで身につけた子

育ての仕方（つまり家族内の非意識的な学習）

が，上の調査例にも現れているような意識的な

「家族外学習」へと変化した，つまり生活文化

が変化したのである。このような変化は生活の

他の面にも認められることは，おそらく体験的

事実であろう。そこで，これまでことわりなし

に使っていた生活文化について，その発想を軸

としてもっとも原理的に述べようと思う。

２．生活文化という発想

▼生活を捉える基本視角

　生活文化という発想を明確にするにあたっ

て，まずは生活のトータルな捉え方を基本的に

確認することからはじめよう。基本的な捉え方

についてはすでに拙著『現代日本生活論』（学

文社　１９９９年）で述べているので，ここでは本

論考とのかかわりで「縮小」と「拡大」という

かたちで確認したい（「縮小」とは要点を示す

ことを意味し，「拡大」とはより具体的に展開

することを意味する）。

�生活構造論について

　生活のトータルな捉え方として大きくは生活

様式論，生活過程論，生活構造論の３つがある

が，生活様式論は生活の特徴を説明するという

性格であり，生活過程論は理論としてはまだき

わめて不充分な状況にある。生活構造論もかつ

ては一種のパターン化という静態的性格で展開

されていたが，私は独自な考え方にもとづいて

その発展的継承を目指す動態的把握の理論化を

試みた。ここではそのエッセンスを簡単に説明

することからはじめよう。

　生活構造論とは，人間の諸活動と活動の所産

である社会的条件との関係を動態的に捉えるこ

とによって，人間生活のバランスある豊かな発

展の方向を示す考え方であるが，その意味と意

義は以下の展開によって示されるであろう。こ

れまでの知的遺産を発展的に継承することにも

とづくと生活経済，生活時間，生活空間，生活

関係，生活文化が生活構造の主要概念として措

定される１０）。生活経済とは，一般には「消費生

活」といわれているが，社会学の立場では，収

入と支出といった金額だけにとどまらず，どの

ように収入を得てどのように支出するかが具体

的に取り上げられることを意味する。

　生活空間とは広い意味での環境を意味する

が，人間の主体的な活動に注目するという意味

で，一方では人間の活動の物質的条件として住

居から地球環境に到るまでの環境がある。他方

では人間が具体的な生活の営みにおいて活用し

ている空間としての環境がある。生活構造論に

おいては後者がより重要である。一般的な可能

性としては地球規模での空間（移動と活用）が

あるが，諸個人の活動においては「点あるいは

線」としての活用（＝移動）なのか「面」とし

ての活用なのかが問われる１１）。生活関係につい

ては多くを説明する必要がないが，どのような

指標で捉えるかが重要である。いろいろな捉え

方があり得るが，生活の人間的豊かさに結びつ

く指標として，私は横軸に〈ゲマインシャフト

―ゲゼルシャフト〉を縦軸に〈民主主義―

権威主義〉を措定している１２）。

　生活時間についてはすぐあとで述べるが，大

事なことはこれらの諸概念が現実的には相互に

作用し合っていること，いろいろな社会的条件

に制約されていること，したがってそれらすべ

ての諸関係が問われるということである。さら

に生活文化はそれらすべてを被う位置にある
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が，これについてもあとで具体的に触れられる

であろう。

�生活時間について

　生活文化は他の４つの構成要素すべてを被っ

ているが，人間の諸活動としてはとりわけ生活

時間と密接に関連している。生活時間について

の発想の原点としては，篭山京の見解を挙げる

ことができる。篭山は労働力の再生産における

エネルギーの消費と補給に着目し，生活が労

働，休養，余暇から構成されるとして，エネル

ギーの「消費＜補給」の状態に生活の発展を求

めることを主張した。生活時間についてのその

後の見解の展開は基本的にはこの考え方を踏襲

している。長期にわたって続けられているＮＨ

Ｋの「生活時間調査」や官庁の文書にもこの表

現が使われており，この言葉は半ば常識用語に

なっている（ただし最近では余暇時間が自由時

間と言われるようになりつつある）。

　このような生活時間の見方にたいして，言葉

の使い方も含めて発想の転換が必要であるとい

うのが私の主張である。というのは，余暇時間

（あるいは自由時間）が常識的言葉になってい

ることがとりわけ問題性を孕んでいるからであ

る。つまり読んで字のごとく，余った時間・暇

な時間・自由に使える時間という常識的・日常

的な受け止め方である。そのような発想による

ならば，余暇時間は他の時間とりわけ労働時間

に簡単に転化する可能性を宿していることにな

る。実際にもそのような転化によって余暇

「（自由）時間が乏しい」とか，「暇な時間をなか

なかつくれない」とか，ということをしばしば

見聞（体験も含む）しているはずである。この

ことが人々の生活時間における豊かさをどれだ

け損なっていることだろうか。

　私の主張は，これまでの生活時間についての

そのような発想を根本的に転換することの勧め

である。発想の根本は生活時間における３つの

時間が人々にとってはすべて「必要な時間」で

あるという思惟（言葉）である。そのような発

想にもとづくと，これまでの常識的に措定され

てきた３つの生活時間は社会的必要時間，生理

的必要時間，精神的必要時間として措定し直す

ことになる。

　社会的必要時間はモノの生産活動（あるいは

稼得活動）だけでなく，家事・子育て・勉強そ

してそれに付随する移動時間が含まれる。生理

的必要時間とは睡眠・飲食・沐浴・その他に加

えて純粋な休養が含まれる。精神的必要時間は

いわゆる余暇時間あるいは自由時間に相当する

が，私はこの時間を人間が生きていくにあたっ

て「必要な時間」であることを強調したい。こ

れらの生活時間それぞれは自然的・精神的・社

会的存在としての人間の維持・発展に必要であ

るという意味で生活の豊かさに結びついてい

る。それらのバランスのあり方が大事である。

具体的には，どのように時間が配分されている

かという量的側面とどのような活動であるかと

いう質的側面の両方から捉える必要がある。生

活時間だけでなく他の諸要素のあり方も含めて

発展という方向を具体的に考えるための概念と

して，私は「生活力」概念を措定している。

�生活力とは

　「生活力」概念をはじめて提起したのは，「家

族と地域」をセットに捉える必要性という主張

に結びつけて，１９８６年である。この提起は発想

の転換という私の主張の端緒をなすのである

が，その後一貫して発想の転換を主張し続ける

なかで，経済力（＝稼ぐ力）だけではないかた
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ちで上の図のように整理している。

　私は，「生活力とは，個人から人類社会にい

たる各位層におけるモノ・ヒト・関係の諸生産

についての物質的・精神的・文化的な諸力の総

体を意味する」としている。その重要性につい

て若干述べるならば，人間（あるいは人類全

体）の生活が４つの要素のどれかに著しく傾斜

していたり，あるいはそれぞれの要素が著しく

乏しいならば，生活力が低いことになる。主観

的にでもいいから，この図に依拠して自分の生

活力を図示した形をつくってみれば容易にうな

ずけるはずである。四角形の面積が広くて正方

形に近ければ近いほどバランスある生活力が豊

かであることになる１３）。

　上の図では生活文化が示されていないが，生

活文化は４つの主要概念のあり方すべてに重ね

合わせのように浸透しており，生活の質的豊か

さに直結しているという意味で独自の位置を占

めているので図示することが困難であり，次に

項を改めて述べよう。

▼生活文化とは

　生活文化は表現としては使われているが，概

念的にはかならずしも明確にはなっていない。

そこでこの項では，「生活文化」概念を確定し

ておきたい。上で述べたように，生活文化は生

活の質的豊かさにとってきわめて重要な位置を

占めている。文化についてごく一般的に言え

ば，生活の仕方は文化そのものであるとも言え

る。だから「生活様式としての文化」という見

方があり得るのである。その見方はあながち間

違っているとは言えないが，生活と文化の概念

的区別が不鮮明になるのではないだろうか。す

ぐあとで例示するが，生活文化と言えるものの

なかに民俗芸能（あるいは伝統芸能）と呼ばれ

るものが存続している。これを生活および文化

との関連で理論的に位置づけるには，生活と文

化との関係について基本的な見方を確定する必

要がある。私見では，はじめは文化が生活と一

体（つまり未分化）であったが，生活からの分

化によって独自な文化領域が成立し，生活から
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分化した文化が人間の諸活動およびその条件に

もなったのである。ここではそのような文化論

を一般的には展開しないで，これまでに確認し

た生活構造，生活力にもとづいて，本稿との関

連で地域に着目して展開する。

　地域は様々な範域を設定することによる操作

概念として使われることが相対的に多いのであ

るが，地域概念としては〈条件としての地域〉

と〈相互活動としての地域〉という設定を，す

でに１０数年前に表明している。その後理論的に

は充分に展開していないので，上の地域概念を

わかりやすく言えば，生活の場であるとともに

生活活動でもある地域概念について理論的によ

り踏み込んで述べようと思う。その場合に主役

を演じるのが地域の生活構造であり生活力であ

る１４）。

　地域の生活構造・生活力は個人や家族の生活

構造・生活力とは異なる。すでに「注１３）」で

補足説明しているように，とりわけ生活力は諸

個人から人類社会まで捉えることを射程に入れ

た概念である。これまでは諸個人と家族につい

てはやや具体的に説明しているが，地域の生活

力については，経済的諸条件，地域環境（生活

空間），最広義での教育力，相互協力（生活関

係）という主要な構成要素を挙げるにとどまっ

ているので，やや具体的に述べることにしよ

う。経済的諸条件および地域環境についてはほ

とんど説明する必要がないであろうが，後者に

ついては自然環境と人工的環境（施設・設備・

道路等）の両方があることを指摘しておこう。

これらはおおむね〈条件としての地域〉を意味

する。〈相互活動としての地域〉におおむね関

連するのが生活時間と生活関係であり，とりわ

け両者の結びつきである。一般に「地域の教育

力」と言われているのが後者に着目した見方で

あるが，この発想には成人にたいする思惟およ

び住民の主体的な学習活動への射程が乏しいあ

るいは欠如しているきらいがある。つまり上で

簡単に指摘した生活構造の諸要素のあり方が地

域の生活力を形成していることになり，きわめ

て多様なレベルで存在している。

　生活力が多様なレベルで考えられるのと同じ

ように，生活文化もまた多様なレベルで考える

必要がある。地域には様々な生活文化があると

ともに生活構造の諸要素に浸透している。例え

ば，生活空間に生活文化が浸透していること

は，自然的・人工的環境や住宅に典型的に示さ

れており，ある地域を少しばかり注意して歩い

てみればこのことが容易に了解されるであろ

う。他の諸要素にも生活文化はやはり浸透して

いる。生活文化が生活構造の主要な要素すべて

に浸透している（あるいは相互関連している）

具体例として，民俗芸能の存続（あるいは保

存）について簡単に触れておこう。相原進は京

都市の「六斎念仏」の保存活動を取り上げて，

民俗芸能の保存と後継者問題について論じてい

る。

　この「六斎念仏」は，１０世紀に踊躍念仏を起

源とする古い歴史をもつ芸能（国の無形文化

財）であるが，高度経済成長のなかで衰退して

いくなかで保存活動が続けられている。彼の論

考では「六斎念仏への参加要因が，強制参加か

ら参加者個々人の精神的充足へ推移していくと

いう趨勢を示した」として，残された課題が提

示されている１５）。彼の論考から，「生活文化と

しての六斎念仏」の存続のあり方を，この地域

の経済・環境，生活時間・生活関係の具体的変

化と関連づけて受け止めるならば，生活文化と

しての（伝統的な）民俗芸能が地域の生活構造

の主要概念すべてに結びつくとともにその地域
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の生活力を示していることがわかるはずであ

る。と同時にもう１つ確認できることは，「六

斎念仏」活動がその活動主体である諸個人の生

活を豊かにしていることである。その活動が精

神的必要時間の内実をなしていることは明らか

であり，それが生活構造の構成要素それぞれの

豊かさ，したがって生活力の豊かさに結びつい

ていることが確認できるはずである。

　生活文化という発想の意義をはっきりさせる

ために，ここでは感覚的に「生活文化らしい」

文化を例として述べたが，やや一般化してみる

と，生活文化の豊かさ（相原の論考では「精神

的充足」と表現されている）への着目が生活の

豊かさ（＝生活力の向上）への展望の可能性を

見て取ることができるであろう。とりわけ生活

時間の豊かさ，つまり精神的必要時間の確保と

生活文化とりわけ活動としての生活文化の有り

様が大事な着眼点になることは明らかであろ

う。この意味において生涯学習もまた先に「子

育て学習」の例と同じように（その一般化とし

て），もっとも基本的には生活文化として捉え

る必要があり，そこから生活時間の豊かさを軸

とする考え方の方向が出てくるのである。これ

が公民館活動に直結する私の考え方の中軸であ

る。生涯学習論および行政の施策，諸個人の活

動は先に簡単に指摘したように多様である。諸

個人がどのような生涯学習活動をするか（しな

いか）は一般的には自由である。しかし，私は

一般的にはそのような自由を認めつつも，生活

文化という見方で公民館活動の必要性に着目し

たい。なお，念のために再確認しておくと，生

活文化として公民館活動に着目するとは，地域

の生活構造と生活力（＝豊かさ）にかかわらせ

て考えることにほかならない。そこで，次に述

べるような様々な生涯学習が存在するなかで，

公民館活動の性格とその方向をさらに具体的に

明確にしたい。

３．公民館の新たな発展のために

▼生涯学習の現実的諸形態について

　生涯学習あるいは生涯学習社会ということが

盛んに叫ばれているこの頃である。事実として

も生涯学習活動が増加しているようである。考

えてみると，生涯学習は公民館における活動だ

けではない。大学・大学院で学習するいわゆる

社会人が増えており，大学もまた社会人をター

ゲットとした諸方策（入学試験の仕方や宣伝の

仕方など）を経営的観点からも打ち出してお

り，社会人大学生は今や珍しくなくなってい

る。カルチュアセンターもそのすべてとはいわ

ないが，経営として存続しているという意味で

一定の需要があることも確かであろう。古くか

らあるものとしては私的教室という言葉でまと

められる習い事の教室があり，書道・茶道・華

道・音楽教室などはほぼ周知のことであろう。

さらには仮に私的グループ活動という表現でま

とめられる学習活動をも指摘することができ

る。さらには，上記のような性格も一定程度含

んだいわゆる「市民大学」がここ１９９０年代に入

ってからはとりわけ盛んになっている。私の

「生涯学習」概念を最広義に解釈するならば，

その他の「個人的学習」も多様にある。テレビ

やテープレコーダーによる外国語の学習そして

放送大学も「個人的学習」の例として挙げるこ

とができる。成人のこのような学習のあり方

は，古くは習い事だけであったのにたいして，

人々のニーズの増大と価値観の多様化に照応し

た変化と言えるであろう。

　私は，このような様々な生涯学習のあり方を
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いささかも否定するものではない。しかし，や

や大胆にそれらの学習活動を性格づけるなら

ば，最も基本的には２つの特徴を指摘すること

ができる。１つは知識あるいは教養を得るとい

うことであり，もう１つは趣味・興味といった

個人的欲求を充足するということである。この

２つはむろん全く別々にあるのではなく，重な

っている場合が多いであろう。これらを生活文

化の観点から意味づけるならば，論理的には個

人的「豊かさ」（精神的必要時間の使用）のレベ

ルにとどまることが多いと言えよう。より踏み

込んで言えば，生活関係や相互活動（これも生

活関係だが）としての地域にはかならずしも結

びつかないことを意味する。

　知識・教養を求めることや趣味・興味を充た

すことといった諸個人の（生涯学習）活動が生

活関係や地域の相互活動に結びつくことはむろ

んあり得る。しかし，そのような生涯学習活動

における結びつきは，他の生活活動において生

まれる生活関係と同じように，偶然性に委ねら

れる性格にすぎず，その活動自体によって結ば

れるような必然的・内的契機を有しているわけ

ではない。そしてなによりも確認する必要があ

るのは，地域の相互活動そのものとして生まれ

かつ展開してきた公民館活動とは切り離された

生涯学習にほかならないということである。こ

のような意味において，地域の相互活動と公民

館の関連について基本的に確認する必要があ

る。

▼地域生活のなかの公民館

　生涯学習のニーズの多様化と具体的な活動は

あらゆる条件抜きならば，すべてが生活の豊か

さに結びつくであろう。とりわけ精神的必要時

間の量と質においてそうである。すなわち，生

涯学習活動としての精神的必要時間を確保する

ことにおいて，そして人間としての一定の発展

に結びつく質を含むような欲求充足であること

において，そうである。しかし，生活構造にも

とづく生活力に結びつけて考えるならば，いく

つかの不充分さを指摘することができる。生活

時間については上で指摘したように生活の豊か

さにとって意味があると考えられるが，生活構

造におけるその他の諸要素について簡単に指摘

しよう。

　生活経済について考えるならば，市民大学を

除いてはかなりの「受益者負担」を必要とする

ことは言うまでもないであろう。したがって，

経済格差が拡大傾向にある状況のもとでは，例

えば大学・大学院で学ぶことは誰でもが「平等

に」享受する条件にはないという意味で不充分

である。生活空間については地域生活との関連

が問われることになる（この問題は生活文化と

の関連であとで八幡公民館の例で具体的に触れ

る）。例えば，私的グループによるハイキング

などによって参加者自身の生活空間を豊かにす

ることは可能であるが，地域の生活空間とはか

ならずしも結びついていないし，社会人の大

学・大学院での就学が全く結びついていないこ

とは言うまでもないであろう。

　とりわけ強調したいのは「地域における生活

関係」に結びつく点での不充分性あるいは欠如

である。大学やカルチュアセンター，その他先

に挙げたような生涯学習の現実的諸形態は，諸

個人のニーズのみから考えるならば，多様なニ

ーズに応じ得るメニューを持っているであろ

う。しかし，上に挙げたような不充分性を考え

るならば，公民館が多様なニーズに応じ得る可

能性を持っていると言いたい（その可能性の現

実化を追求することが公民館の復権につながる
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であろう）。

　そこで，公民館と生活構造・生活力との関係

を他の生涯学習と対比して具体的に整理するこ

とにしよう。すでに簡単に指摘したように公民

館以外の生涯学習活動は，精神的必要時間の活

用という点では生活力の向上に結びつくことは

確かであるが，生活力のトータルな向上にはか

ならずしも結びつかないだけでなく，個人生活

のレベルにとどまる学習として性格づけられ

る。私の「生活力」概念については，先にその

基本的意味と地域の生活力に若干触れただけな

ので，ここでは公民館と結びつけて地域の生活

力について，生活文化を考えるためにやや具体

的に述べよう。生活経済と生活空間は客観的条

件の側面が強いのであるが，活動（および活

用）という点からは主体性の側面もむろん持っ

ている。つまり条件としての生活経済と生活空

間（ここでは地域経済と地域環境を想起せよ）

をどのように活用するかということを意味す

る。この活用の仕方こそが生活文化にほかなら

ない。生活時間と生活関係は主体性という側面

が強いのであるが，これもまた地域生活に結び

つける生活時間の量および地域における所与の

生活関係に制約されているという意味で客観的

条件の側面をも合わせ持っている。そしてその

ような客観的条件が地域の１つの生活文化であ

るとともに，生活時間の使い方（地域の協同的

活動に参加するか無関係が許容されるか）と生

活関係のあり方（慣習的関係を想起せよ）もま

た地域の生活文化にほかならない。このような

意味で生活文化が可変的であることをここでは

ぜひ確認しておきたい１６）。

　そこで，生活文化としての性格と公民館に一

層の発展の可能性を持っていると思われる八幡

公民館（近江八幡市）の例に簡単に触れておこ

う。日本一の木造公民館として中日新聞で紹介

もされてもいるこの公民館は，設立準備委員会

に１０人の住民代表が参加しており，建設のプロ

セスにはその学区のほとんどの住民（子どもま

で）がかかわっている。２つだけ具体例を挙げ

ると，石畳には人名や学区名が織り込んであ

る。中庭の大きな壁画は子どもたちが描いたも

のである。そこには地域住民の生活時間を使っ

て自分たちの生活空間を新たに創ったことが，

見る者にはすぐ分かる。そのプロセスにおいて

新たな生活関係がおそらく形成されたであろう

と推察される。ここでは詳しく紹介することが

狙いではないので簡単な指摘にとどめるが，自

然環境の豊かな近江八幡市に木造公民館がとけ

込んでおり，住民の共同による新たな生活空間

を形成し活用するという意味で，地域に新たな

生活文化を加えたと言えるのではないだろう

か１７）。これはやや軽視されがちになっている公

民館が地域経済，住民の生活時間・生活空間・

生活関係に密着した新たな生活文化を創造して

いく典型的な例と言えよう。つまり地域住民の

共同による公民館の建設とその活用（＝生活文

化）はこの地域の生活力をそれだけ豊かにする

ことを意味する。このような意味において，公

民館について考えるにあたっての生活文化とい

う視角の重要性を強調したい。すでに述べたよ

うに人間生活の豊かさの重要なメルクマールと

しての生活力は，生活構造の諸要素とそれらの

関係を含む諸力の総体である。その具体的あり

様が生活文化としても現れるのである。

　以上述べたことからの１つの結論として，地

域生活のもとでの人間主体の発展と新たな連帯

の可能性が，公民館と結びついた諸活動には生

活文化の１つのあり方として含まれていると考

えられるのである。やや一般化して言えば，主
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体的活動であるとともに協同存在でもある人間

が協同性を共同活動として発揮するという意味

で，最近とみに乏しくなっている人間のこの本

質の回復・発展の１つの方向が認められること

にほかならない。

▼〈媒介としての公民館〉と〈生活文化として

の公民館〉

　公民館の存在意義あるいは新たな復権（再構

築）を目指して，すでに表明している〈媒介と

しての公民館〉という基本性格に加えて，〈生

活文化としての公民館〉という性格づけを加え

たことは，前者を具体的に発展させる視角をも

意味する。これまでに述べた見方から，公民館

活動の史的展開の遺産を継承することについて

簡単に再確認し，〈媒介としての公民館〉と〈生

活文化としての公民館〉との結合という考え方

を主張したい。公民館の歴史的遺産を一般化す

ると，住民の生活力の豊かさに結びつくような

「ニーズ」に応じることおよび生活関係を軸と

して地域の生活力を豊かにすることである，と

いうのが私の捉え方である。そこで公民館の２

つの性格を整理して，その結合の意義について

述べよう。

　〈媒介としての公民館〉とは，一言で言えば

地域・家族・学校における多様な生活関係の発

展を媒介する存在であることを意味する。公民

館に地域住民生活のすべてを求めるという「寺

中構想」の理念からスタートした公民館ではあ

るが，公民館活動の史的展開および日本社会・

地域生活・人間のあり方等の大きな変貌を考慮

することによって導き出した公民館の性格づけ

の１つである。〈生活文化としての公民館〉と

いう性格をこれに加えることは，この論考の狙

いにもとづくこれまでの叙述によっておおよそ

うなずけるのではないだろうか。しかし，この

２つの性格を並列して主張するだけでは不充分

であり，さらに両者の関係を示す必要がある。

　両者の関係を考える基本的な視点は，これま

でに述べてきた地域の生活構造や生活力という

考え方にもとづくと，生活関係と住民の主体的

活動の２つである，と私は考える。具体的に

は，〈媒介としての公民館〉について，３つの点

から簡単に指摘しよう。

　〈家族と地域〉との結びつきを媒介する可能

性が大きいことは，公民館活動が他の生涯学習

とは違って個人的な欲求充足にとどまらないと

いうすでに述べた性格づけによって明らかであ

ろう。次に〈家族と学校〉との結びつきが相対

的にやや薄い現状に一定の前進をもたらす媒介

という意味を挙げたい。様々な規制の多い学校

の現在を考えるならば，公民館活動が年少の児

童の親子関係の企画にほぼ限定されている現

在，年長に拡大する方向が媒介として意味をも

つと考えられるのである。さらに〈地域と学

校〉を媒介するという意味を挙げたい。両方が

教育・学習の機関であるにもかかわらず，それ

ぞれが別々に存在している現状にあって，例え

ばいわゆる総合学習との関連などで媒介できる

可能性が公民館にはあると考えられるのであ

る。

　〈媒介としての公民館〉の諸活動が単に地域

住民の少数にとどまるならば，あるいはその存

在意義の認識が乏しいならば，さらには公民館

活動で主導的な位置にある自治体職員や住民の

認識が不明瞭ならば，「地域生活のなかの公民

館」の実質に乏しいということになる。〈生活

文化としての公民館〉とは，公民館の存在や公

民館にかかわる活動がごく当たり前のこととし

て受け止められており，なかば習慣化されてい
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ることを意味する。より具体的に言えば，公民

館にかかわる活動に生活時間の一定部分を当て

ること（町内の公園の掃除をするように），公

民館にかかわる生活関係を非意識的に豊かにす

ること，直接的な公民館活動（講座やグループ

活動）でなくとも公民館に足を運ぶことなどが

なんとなくなされるならば，そのような生活文

化がまぎれもなく息づいていると言えよう。

〈媒介としての公民館〉はそのような生活文化

によって豊かになるのであり，逆にその発展が

〈生活文化としての公民館〉を地域に根付かせ

ることになるであろう。再び八幡公民館の例を

用いるならば，家族・地域・学校の三者の結び

つきを媒介していることは明らかであろう。そ

の活用が〈生活文化としての公民館〉の発展を

宿しているという意味で今後のあり方に注目し

たい。このような確認からこれからの課題がお

のずと導き出されるはずである。

結び―より豊かな地域・家族生活のために―

�問題性に充ちた社会情況

　以上の検討を根拠として，実践的な課題を具

体的に提示してこの小論をひとまず結ぶことに

しよう。現在の日本社会がいろいろな社会分野

で問題性に充ちていることはおおかたの認める

ところであろう。問題性とその打開については

多面的な検討が要請されるが，社会学の立場か

ら人間諸個人のあり方および生活関係のあり方

に絞って，対症療法的思惟にとどまらないかた

ちでの実践的課題とその方向の提示が大事であ

ることを強調したい。

　現在の日本社会が問題性に充ちていることは

おおかたの認めるところであろう。この問題性

はそれぞれの位層すべてに認められるが，必要

なかぎりにおいて簡単に指摘しておこう。現在

の日本社会における諸個人の問題性について

は，日々のマスコミ報道から容易に読みとるこ

とができる。私は，諸個人のあり方の支配的傾

向として「自分主義」という表現を使ってきた

が，「ジコチュウ」という表現が日常会話の発

音と同じでわかりやすいかもしれない。それは

他者とはかかわりなしに「自分だけの世界」に

ひたっている人間像である。つまり他者との関

係が乏しいあるいはないに等しいこと，したが

って協同存在にたいして「主体的活動」だけが

突出しているというゆがみがあることになる。

　集団・組織の問題性については，家族・地

域・学校・職場（あるいは企業）などでの体

験・見聞を想起すればよいであろう。簡単に指

摘するならば，諸個人の「ジコチュウ」がそこ

に持ち込まれることによって，そのような個人

が集団・組織に属しているという〈集団・組織

ー個人〉関係が存在しても，構成員相互の関係

が乏しいという問題性である。そして社会機構

の位層においてもまた集団・組織のあり方が持

ち込まれることによって，単に社会機構におけ

る諸関係の問題性を再生産するだけでなく，下

位の位層の問題性を増幅する作用（＝構造化）

を及ぼすのである。他方，様々な社会分野にお

ける問題性については挙げればきりがないの

で，ここでは上で簡単に指摘した問題性が同様

に認められることは，「ジコチュウ」を軸とし

て周りをみれば容易にわかるであろう。これら

が全体として日本社会のあり方における問題情

況をかたちづくっているのだが，これらの問題

性・問題情況は一朝一夕にどうにかなるという

ものではない。上に簡単に指摘した諸問題にた

いしては，いろいろな対策について論じられて

いる。これまでの展開とのかかわりで，私は地
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域にたいする方策が有力な対応の１つであると

考えている１９）。

�生活文化の新たな創造

　このような問題性に充ちている「全体として

の社会情況」において，単に諸個人のあり方や

家族，地域，学校のあり方をそれぞれについて

考えるだけでは，実践的課題に応じることはお

そらく難しいであろう。対症療法的方策も含め

て，それぞれへの対応についてはすでに多数論

じられている。基本的考え方と方向あるいはや

や希望的観測にもとづく実践的課題や処方箋を

提示することはそれほど難しくはない。関連文

献を一瞥しただけでもわかるし，日々のマスコ

ミ報道でもすでにいろいろな「有識者」によっ

てほぼ連日語られている。それらは問題性の認

識を人々に喚起するという意味では必要なこと

でもあろう。

　しかし，そのような「かけ声」はすでに３０年

ほど続いているのではないだろうか。私は，

「考え方を変える」ことだけでは不充分であり，

大事なことは実行することであり，しかも「で

きることから実行すること」を機会がある毎に

主張している。そこで，私のこの主張をこの論

考の流れにもとづいて地域生活に適用して，さ

しあたり可能な提言をして結ぼうと思う。

　考え方を変えてできることから実行すること

を，公民館に引きつけて具体的に示すならば，

１ケ月に１回（週に１回と言いたいところだ

が）公民館に行くこと，これならばそんなに努

力しなくても可能なはずである。これがかなり

習慣化したら（そうすると行く回数が多分増え

るであろう），身近な人を誘ってみる２０）。すで

に述べたように生涯学習へのニーズをかなりの

住民がもっているはずだから，そのニーズを充

たす何かがみつかるかもしれない。あるいは自

分なりに公民館の活用の仕方が思い浮かぶかも

しれない。場合によっては行政への要望が生ま

れるかもしれない。生涯学習にはすでに述べた

ようにいろいろな仕方があり，それぞれの仕方

は個人的なニーズという面からは一定の意義が

あることは確かであろう。しかも政府の施策や

有識者の論調ではある意味ではすでに生活文化

になっていると言えないこともない。しかし，

公民館と結びついた生活文化になっているとは

まだ言えない現状ではないだろうか。人間は

様々な意味で豊かさを求めている。繰り返し強

調するが，その豊かさとは具体的な日常生活に

おける生活力の向上である。その意味で日常生

活としての地域の生活力の向上は住民の主体的

活動にかかっている。

　生涯学習については政府の施策や関係者（研

究者など）の間ではかなりクローズアップされ

ているが，公民館についてはあまり論じられな

くなっている。公民館の数は増え続けており，

市民大学では公民館の建物が使われているケー

スがあるにもかかわらず，そうなのである。私

の主張はすでに述べた２つの性格づけにもとづ

く公民館の新たな復権である。最後に生涯学習

社会論も含めたこれからの公民館などの発展の

手がかりとして，当面の実践的提起を１つだけ

挙げて本稿における私の主張をひとまず結ぼう

と思う。〈生活文化としての公民館〉を地域に

根付かせる方向を前提として，〈媒介としての

公民館〉という考えにもとづく可能な対応の１

つとして，公民館と市民大学・「綜合学習」と

のブリッジ活動の追求を提起したい。その具体

化については新たに市民大学をつくることや運

営組織，学習・教育内容など地域の実情によっ

て異なるので，様々な実態を具体的に捉えてい
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くことによってより豊かな方向の提示と可能な

かぎりにおいて自らの活動としていくことがこ

れからの私自身の課題でもある。

注

１）　飯田哲也「公民館と生涯学習（１）―生涯

教育・学習論の現代的課題―」立命館大学産

業社会学会『立命館産業社会論集』第３９巻第１

号 ２００３年　６７～８９頁。なお，「媒介」という発想

には，単に３つの生活分野を結びつけることだ

けにとどまらず，さらに「市民社会」としての社

会にも射程を有する思惟が込められているので

あるが，この思惟の展開は理論問題なので，い

ずれは稿を改めて論じようと考えている。なお，

「生涯学習」はかつては「社会教育」として論じ

られていたという歴史的経過があるので，本稿

では社会教育を含意していることをことわって

おこう。

２）　飯田哲也『社会学の理論的挑戦』（学文社　

２００４年）この本は私の社会学の原理論の表明と

して性格づけられるものである。社会学の基本

的性格づけとしての人間の生産・関係の生産を

軸として，その生産活動にとって社会的条件と

なる外社会の変化・変動をも含めて，それらの

関連を捉える最も原理的な方法が展開されてい

る。したがって，その方法にもとづいて具体的

な社会的現実の把握が問われるのであるが，こ

の小論はその最初の試みである。生活と結びつ

けた文化の捉え方については，〈第９章　意識と

社会的現実　３．文化の生産〉（３５５～３７５頁）

で，もっとも原理的方法を示している。なおこ

の意味において，理論と現実認識が遊離してい

るような最近の社会学の傾向への具体的な批判

という意図が背後にあることも言っておいてよ

いだろう。

３）　企画／編集小川利夫・寺崎昌夫・平原春好

『社会・生涯教育文献集Ⅴ　４９　下伊那公民館活

動史』日本図書センター　２００１年（なお，「下伊

那公民館史」そのものは１９７４年に発行されてい

る）。

４）　飯田哲也「公民館と生涯学習（１）―生涯

教育・学習論の現代的課題―」立命館大学産

業社会学会『立命館産業社会論集』第３９巻第１

号 ２００３年　７１頁。なお，ほぼ５０年間の公民館の

史的推移をまとめた唯一の本として日本教育社

会学会編『現代公民館の創造』（東洋館出版社　

１９９９年）を挙げることができるが，ほぼ似たよ

うな見解のいわゆる「枚方テーゼ」などの諸見

解についての詳細はこの本を参照。

５）　ここでは２０００年以降の文献を若干挙げておこ

う。吉富啓一郎・国生寿編『生涯学習の展開』

（学文社　２０００年），佐々木正治編『２１世紀の生

涯学習』（福村出版　２０００年），讃岐孝治・住岡

英毅編『生涯学習社会』（ミネルヴァ書房　２００１

年），今西幸蔵『２１世紀の宝　生涯学習市民社会

へのパスポート』（澪標　２００１年），瀬沼克彰『地

域を活かす生涯　学習行政主導から住民主導へ』

（ミネルヴァ書房　２００３年），佐藤一子編『生涯

学習がつくる公共空間』（柏書房　２００３年）。

６）　文献についての若干の補足説明を加えておこ

う。上記の諸文献では佐藤一子のものを除いて

は，これまでの公民館活動についての評価がな

いだけでなく，公民館への言及がないのである。

新たな生涯学習企画においては建物としての公

民館の使用が数多く認められるだけでなく，最

近は公民館の数が増加傾向にあるにもかかわら

ず，そうである。

７）　このような見方の背後には人間存在とその活

動についての私の考え方がある。人間がいろい

ろな意識をもつことは自由である。しかし人間

はそのように自覚される意識（私は「意識的意

識」概念としている）のままに振る舞うわけで

はない。ごく当たり前のことであるが，人間は

多様な社会的条件の制約のもとで活動しており，

その社会的条件には物質的条件と意識的条件が

ある。人々は後者の制約をあまり意識しないが，

意識として内に有しているのである（私は「非

意識的意識」概念としている）。具体的な活動の

多くは後者による意識として現れるという意味

で，私は現実的意識としては後者を重視する必

要があると考えている。

８）　この問題は地方自治体と国との財政関係，具

体的には国からの交付金および補助金特に後者
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の使途が実態としてはかならずしも自由ではな

いという問題として，国と自治体との関係とい

う根本的かつ面倒な論議が必要なのである。

９）　『近江八幡市民の子育て学習に関する調査』

（近江八幡市教育委員会・滋賀大学生涯学習セン

ター編　２００４年）。数量化できるいわゆるアンケ

ートに加えて，自由記述の回答も数多く示され

ており，一定の示唆を得たことを付け加えてお

こう。

１０）　生活（構造）を具体的に捉える概念はここで

挙げた５つの概念だけでないことはいうまでも

ない。私は，理論的に概念レベルのいくつかの

異なるサブ概念を措定している。具体的には，

生活水準，生活意識，生活問題，生活福祉，生活

要求，生活運動などを挙げることができる。簡

単な説明は，前掲拙著『現代日本生活論』２０５～

６頁。

１１）　点と面について，具体的な活動としての移動

を考えてみれば容易にうなずけるはずである。

航空機や新幹線による移動は〈点から点〉への

移動であり，その他の交通手段でも〈主として

線〉の移動にすぎない。したがって，〈面として

の活動〉が生活空間の活用としてどうであるか

を問うことが重要である。

１２）　前掲の拙著『現代日本生活論』８頁，『社会学

の理論的挑戦』２２９を参照。

１３）　「生活力」概念の適用については，人類社会の

生活力まで射程に入る概念であることを，上掲

書で述べている。例えば，人類社会では生活空

間が貧しさを増していることは，地球環境問題

を想起すれば容易にうなずけるのではないだろ

うか。『社会学の理論的挑戦』２５２～５８頁を参照。

１４）　公民館について論じるには地域抜きにはあり

得ないことは言うまでもないが，はじめに述べ

たように，この論考は拙著『社会学の理論的挑

戦』で示した〈社会学原理〉の応用的展開という

意図をも持っている。したがって，「集団・組

織」という位層の位置づく地域という具体的現

実への適用（あるいは展開）という意味をも合

わせもっていることを補足しておこう。なお，

〈条件としての地域〉と〈相互活動としての地

域〉という概念的把握については，飯田哲也編

『都市化と家族の社会学』（ミネルヴァ書房　

１９８６年）ではじめて主張している。

１５）　相原進「民俗芸能と後継者育成問題―京都

市内における『六斎念仏』の保存活動を事例に

―」立命館大学産業社会学会『立命館産業社

会論集』第３９巻第３号　２００３年　５３～６５頁。こ

の論考では地域住民の経済活動，保存会活動に

参加する人々の意識における変化，後継者育成

に関わる世代ごとの意識の格差という３つの観

点から展開されている。なお，蛇足的に若干加

えるならば，最後に理論問題が今後の課題とし

て提起されているが，この論考の展開からはな

ぜ理論問題が提起されてくるかが見えてこない。

一般化していえば，理論が理論としてあるので

はなく，現実認識の仕方において理論が問われ

るのであり，理論と現実認識が別々にあるので

はなく，現実認識のなかに理論が見えるかどう

か，理論的論述に現実がみえるかどうかが大事

なのである。

１６）　ここでの基本的な考え方は「与えられた条件

のもとで社会・歴史をつくる」ということであ

る。この意味については，「社会・歴史」を日本

社会・歴史といったマクロなレベルだけでなく，

身近な「社会」までも射程に入れるというのが

私の社会学的思惟である。したがって，これま

での相対的にミクロな「社会」をも人々の主体

的な活動によってつくりかえるという意味をも

含んでいる。

１７）　近江八幡市教育委員会編『みんなでつくった

公民館ー本物への追求』（２００３年）

１８）　ここでは「媒介」という意味を示唆するだけ

にとどめたが，具体的活動の例示やさらに可能

な具体案については私の今後の課題としている。

１９）　私がこれまで使ってきた「自分主義」につい

て「ジコチュウ」という発音の方がわかりやす

いとしたことには，実は「問題状況」から「問題

情況」へという認識が結びついているのである。

「自分主義」は主として家族の問題状況に結びつ

けた言葉であり，諸個人のあり方を意味する。

問題情況という認識は諸個人のあり方にとどま

らない意味をもっており，具体的には集団・組

織のあり方，社会機構，そして社会（国）のあり
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方まで射程に入れた認識を意味する。例えば，

ある企業のあり方が「ジコチュウ」であるとか，

ある組織の指導グループが「ジコチュウ」であ

る，という見方である。したがってそれらのあ

り方の問題性に充ちた特徴として「ジコチュウ」

という表現が適切であることを表明したい。

２０）　このような仕方についての提言を家族の問題

性（あるいは危機）にたいする「再生」の方向と

して「かけ声」だけからの脱出として述べてい

る。飯田哲也他編『新・人間性の危機と再生』

（法律文化社　２００１年）２１６～２１頁を参照。

公民館と生涯学習（２）（飯田哲也） 151



立命館産業社会論集（第４１巻第１号）152

Abstract: With the “Lifelong Learning Promotion Law” enacted in 1990 as an impetus, new 

dimensions have been offered in lifelong learning, including local community center activities. A 

variety of views and opinions have been expressed concerning this issue since then; this paper 

emphasizes the need of taking a fresh look at the roles played by local community centers, a 

place closely connected to everyday life, in promoting lifelong education. Here, the issue is 

approached from three aspects. Firstly, various views concerning the roles played by local 

community centers are briefly examined, followed by my own argument regarding the concept of 

“life culture,” based on a life structure. Secondly, a detailed discussion is given of a new role 

played by community centers as part of life culture, in addition to their functioning as a “medium” 

in everyday life, which is described in another of my papers with a focus on the roles played by 

and directions to be taken by such facilities. Finally, the importance of promoting lifelong learning 

will be addressed by arguing that the development of self-direction is the key to resolution of 

recent social issues involving family and community life, eventually leading to an affluent life.

Keywords: community center, lifelong education, life structure, capability for living, life culture, 

citizen’s college

Community Centers and Lifelong Learning (2)
― Proposal of promoting community center activities as part of “life culture” ―

IIDA Tetsuya ＊
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